
各学校における働き方改革の取組と、保護者・地域の皆さまのご理解・ご協力により、時間外勤務の状

況は改善されつつあります。しかしながら、未だ多くの教員が、市が定める基準を超えて勤務しています。

子供たちと向き合う時間の確保はもとより、よりよい授業のための授業準備の時間等を十分に確保で

きるよう、学校の働き方改革の取組を一層すすめてまいります。

現在、宗像市立学校の

働き方改革に

取り組んでいます。

宗像市教育委員会から保護者・地域の皆さまへ

子供たちの に必要な教員の を守るため、

長時間勤務の改善など、学校の働き方改革を

全ての市立学校で推進しています。

✓教員の勤務時間は、8時20分から16時50分までです。（学校によって異なります。）

✓早朝や16時50分以降は勤務時間外になります。
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【宗像市立学校 令和６年度の時間外勤務状況】
１か月時間外在校等時間の月別人数割合の年平均（令和６年４月～令和７年３月）

令和７年１２月更新



【学校の働き方改革取組の例】

宗像市教育委員会 教育部 教育総務課
〒811-3492 宗像市東郷1-1-1 電話0940-36-５０９９

時間割の工夫 学校閉庁日の設定

・放課後の授業準備の時間を十分に確保
するため、時間割の工夫をすすめていま
す。

・教員が計画的に休暇を取得できるよう、
夏休みなどの長期休業期間中に学校の
業務を休止する「学校閉庁日」を設定し
ています。

学校行事等の見直し 保護者連絡ツールの活用

・学校行事等について、廃止・縮減・効率
化など、可能なものから見直しをすすめ
ています。
・保護者向け説明会などの実施方法を工
夫して、オンライン等で実施する場合が
あります。

・「すぐーる」を活用し、学校だより等の電
子化とメール配信、欠席連絡やアンケー
トのデジタル化をすすめています。

部活動の地域展開 夜間・休日の電話対応

・学校部活動の地域クラブ活動への移行
をすすめています。
・休日に加え平日の学校部活動休養日を
段階的に拡大しています。

・平日の勤務時間外や休日には、留守番
電話を導入しています。
・緊急対応を要する場合は、市役所（代表
電話：0940-36-1121）・警察（１１０
番）・消防（１１９番）等に連絡をお願い
します。

学校へのご理解・ご協力
いつもありがとうございます。

これまで同様、保護者・地域の皆さまの
ご理解とご協力をお願いいたします。

※登下校の見守り、学校ボランティアへの応募などへのご協力をお願いいた
します。
※教職員とのより良い関係づくりにご配慮ください。過度な要求や先生・子供
を傷つけるSNS投稿等はお控えくださいますようお願いいたします。


